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 ＜変更の内容＞  

  柏都市計画道路３・４・３７号根戸花戸原線の終点位置（下図，変更  

 区域の青着色部）を変更します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜変更理由＞  

 ・本路線の将来整備の方向性や北柏駅北口周辺の今後の人口及び交通量の  

  減少による状況の変化に伴い，本路線の必要性に変化があったため  

 ・現況道路を本路線の代替路線とすることで円滑な交通処理が可能なため  

  

  ※ な お ， 変 更 区 域 （ 青 着 色 部 ） の 道 路 形 状 は ， 現 況 道 路 に 摺 り 付 け る 予 定 で す 。  

 

 

 ＜変更の内容＞  

  北柏駅北口土地区画整理事業の施行区域内の一部（変更箇所拡大図，  

 赤着色部の約７㎡）を変更します。  

  土地区画整理事業の面積   

  １２．３ｈａ  ⇒  １２．３ｈａ（約７㎡の減）  

 ＜変更理由＞  

  過年度の土地区画整理事業の見直しにより宅地と  

 なった変更箇所は，都市基盤整備を行う必要がない  

 ことから土地利用の整合を図るため  

 

 

 

 ＜変更の内容＞  

  北柏駅北口駅前地区地区計画の地区計画区域の一部  

 （変更箇所拡大図，赤着色部の約７㎡）を変更します。  

  地区計画区域の面積   

  １３．４ｈａ  ⇒  １３．４ｈａ（約７㎡の減）  

 ＜変更理由＞  

  北柏駅北口土地区画整理事業の施行区域の変更に伴い，  

 土地区画整理事業の施行区域と地区計画区域の整合を図るため  

（１）都市計画道路の変更案  

〔変更前〕  

〔変更後〕  

（２）土地区画整理事業の変更案  

（３）地区計画の変更案  

 変更箇所  

  拡大図  

 

 

  令和４年７月８日（金），９日（土）に都市計画の変更案の説明会を  

 開催しました。  

  ２日間で，延べ３７名の方に御出席いただきました。  

 

  場所：北柏駅周辺整備課  現地事務所２階  

  内容： (1)  都市計画道路根戸花戸原線の終点位置の変更  

     (2)  北柏駅北口土地区画整理事業の一部区域の変更  

     (3)  北柏駅北口駅前地区地区計画の一部区域の変更  

 

(2 )土 地 区 画 整 理 事 業 の 変 更 箇 所  

(3 )地 区 計 画 の 変 更 箇 所  北 柏 駅  

(1 )都 市 計 画 道 路 の 変 更 箇 所  

区域内  

区域外  

〔変更前〕  

〔変更後〕  

区域内  

区域外  


